
事後審査型一般競争入札公告共通事項（コンサルタント業務）

１ 入札に参加する者に必要な資格

次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

（１）入札期間の初日において、宇和島市建設工事等請負業者選定要綱（平成１７年告示第１２号）

に基づく入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者であること。

（２）入札期間の初日から落札者の決定の日までの間に、宇和島市において建設工事等入札参加資格

停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと（民事

再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている

者を除く。）。

（５）入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がない者であること。

（６）個別事項の表中「登録業種」に掲げる業種について、資格者名簿に登載されており、かつ、資

格者名簿における所在地が個別事項の表中「登録所在地」に掲げる要件を満たす者であること。

（７）個別事項の表中「法令・規程等による登録」及び「その他」に掲げる要件を全て満たす者であ

ること。

（８）開札日から起算して過去 10 年間に、個別事項の表中「業務の種類等」及び「その他（元請、出
資比率等）」に掲げる要件を全て満たす業務の履行実績を有する者であること。ただし、当該業務

については、成果物等の引渡しが完了しているもので、一般財団法人日本建設情報総合センター

の業務実績情報（テクリス）、一般財団法人公共建築協会の公共建築設計者情報（ＰＵＢＤＩＳ）、

契約書の写し、発注者の履行証明書等で要件を満たすことが確認できる１件の業務であること。

（９） 次の要件を全て満たす技術者を配置することができるものであること。

ア 個別事項の表中「法令による資格・免許等」に掲げる要件を全て満たす者であること。

イ 開札日から起算して過去 10 年間に、個別事項の表中「従事経験」に掲げる要件を全て満た
す者であること。

ウ 開札日以前に申請者と雇用関係にある者であること。

２ 設計図書等の閲覧等

（１）設計図書等に質疑がある場合は、個別事項の表中「設計図書等に対する質疑書の提出」に掲げ

る期限までに質疑書（様式３）を提出すること。

（２）（１）の質疑に対する回答を記載した書面は、個別事項の表中「質疑に対する回答書の閲覧期間」

に掲げる期間において、ホームページ上(http://www.nanpu.or.jp/)にて回答する。

３ 入札及び開札

（１）開札の日時は個別事項の表中「開札日時」に掲げる日時とする。

（２）開札の場所は個別事項の表中「開札場所」に掲げる場所とする。

（３）「入札参加資格確認申請書（様式１）」及び「業務履行実績報告書（様式２）」（以下「申請書等」

という。）を個別事項の表中「入札参加資格確認申請書の提出期限」に掲げる期限までに提出する

こと。

（４）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので、入札者は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を



入札書に記載すること。

（５）入札執行回数は、１回とする。

４ 基本的入札参加資格の開札前の確認

（１） 入札に参加しようとする者が、１（１）、（２）及び（６）の入札参加資格（以下「基本的

入札参加資格」という。）を有しているかの確認を開札前に行う（以下「事前確認」という。）

ものとする。

（２） 事前確認において、基本的入札参加資格がないと認められた者については、宇和島地区広域事

務組合が準用する宇和島市契約規則（平成１７年規則第５６号。以下「規則」という。）に基づ

き当該入札を無効とし、開札しない。

５ 落札者の決定方法

（１）落札候補者から提出された申請書等の内容を審査し、入札参加資格を満たしていると認められ

る場合には、落札候補者を落札者として決定し審査を終了する。ただし、落札候補者が入札参加

資格を満たしていないと認められる場合には、次順位者から順に、落札者が決定するまで同様の

手続きを行う。

（２）落札候補者が２者以上あるときは、くじにより落札候補者となる順位を決定する。

（３）（１）の審査により入札参加資格を満たしていないと認められた者がおこなった入札については、

規則第 7条の規定に基づき当該入札を無効とする。
（４）落札者の決定は、原則として、個別事項の表中「落札者の決定期限」に掲げる期限までにおこ

なう。

６ 入札参加資格を認められなかった者に対する理由の説明

（１） ４（２）及び５（１）において、入札参加資格を認められなかった者に対しては、書面等に

より通知するものとする。

（２） 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、組合長に対して書面により説明

を求めることができる。この場合には、（１）の通知をした翌日から起算して７日以内（休日

（「宇和島市の休日を定める条例（平成１７年条例第２号）」に規定する休日をいう。以下同

じ。）を含まない。）に７（５）に掲げる場所へ、当該書面を持参又は郵送等により提出しなけ

ればならない。

（３）（２）の書面を提出した者に対する回答は、当該書面を受理した日の翌日から起算して１０日

以内（休日を含まない。）に、書面により行う。

７ その他

（１） 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金は免除とする。

イ 契約保証金は個別事項の表中「契約保証金」に掲げるとおり。

（２） 入札の無効等

入札参加資格を有しない者及び申請書等に虚偽の記載をおこなった者の提出した入札書並びに

宇和島地区広域事務組合建設工事等入札に関する心得及び入札に関する条件に違反した者の入

札については無効とする。

（３） 契約書作成の要否

要

（４） 落札者決定後の入札参加資格の喪失

落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、当該落札者が１に掲げる要件のいずれか



を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。

（５） 契約条項を示す場所及び問合せ先

個別事項の表中「契約条項を示す場所及び問合せ先」に掲げるとおり。

（６） その他

申請書等に虚偽の記載を行った場合においては、各構成市町の規定に基づき入札参加資格停止

を行うことがある。


